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◆申告期間：２月１８日（月）～ ３月１５日（金）
◆受付時間：午前９時 ～11時30分　午後１時 ～４時
◆受付場所：市役所２階ホール

受付日 指　定　区　域 指　定　区　域受付日
＜申告日程表＞

2月18日（月）
2月19日（火）
2月20日（水）
2月21日（木）
2月22日（金）
2月25日（月）
2月26日（火）
2月27日（水）
2月28日（木）
3月 1日（金）

野嵩１区、野嵩２区
野嵩３区、普天間１区、普天間２区
普天間３区、新城区
喜友名区、伊佐区
大山区
真志喜区、宇地泊区
大謝名区
嘉数区
真栄原区
我如古区

3月4日（月）
3月5日（火）
3月6日（水）
3月7日（木）
3月8日（金）

3月9日（土）～
3月15日（金）

長田区
宜野湾区
愛知区
中原区
大謝名団地、上大謝名、嘉数ハイツ

指定日に申告できなかった方

土・日は閉庁日ですが、3月9日（土）・3月10日（日）に限
り申告受付を行います

■市・県民税の申告が必要な方
　平成25年1月1日現在宜野湾市に住所がある方で、平成24年中に収入があった方は申告してください。
また、収入がない方でも国民健康保険税、介護保険料などの減免や軽減を受ける方は申告が必要です。
　◆次に該当する方は市・県民税の申告をする必要がありません。
　　①所得税の確定申告書を税務署または、沖縄商工会議所へ提出される方
　　②確定申告を電子申告（イータックス）される方
　　③給与所得のみで、勤務先などから給与支払報告書が市役所へ提出されている方
　　④年金所得のみで、日本年金機構などから公的年金等の支払報告書が市役所に提出されている方
　　※ただし、③、④に該当する方で医療費控除等の各種控除を受ける場合は申告が必要です。
■営業・不動産・農業収入を申告される方へお願い
　　帳簿および領収書の確認がありますので申告の際には持参してきて下さい。また、収支内訳書も事前に
　作成してきて下さい。（書類不備の場合、申告受付ができません）
■申告に必要なもの（必須）　申告書　　印鑑
■申告に必要な書類等
　●給与所得者、公的年金所得者‥‥源泉徴収票
　●営業所得者、不動産所得者‥‥収支内訳書など
　●国民健康保険・介護保険に加入の方‥‥納付証明書
　●国民年金等に加入の方‥社会保険料控除証明書

●障害をお持ちの方‥‥‥‥障害者手帳など
●学生の方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥学生証
●生命保険料や地震保険料の控除証明書
●医療費控除を受ける方は、昨年中に支払った医療費
　の領収書（申告前に合計額を計算してきて下さい。）

◆所得税の納付・還付のある方　　◆税務署から申告案内ハガキ、または確定申告書が送付された方
◆譲渡所得（土地・建物・株の売却・土地収用など）のある方
◆青色申告、損失申告をされる方

◆◆◆ 市・県民税の申告について ◆◆◆

次に該当する方については、沖縄商工会議所へのご案内となります。 （申告期間：２/1～３/１５まで）

混雑を避けるために指定日を設
けています。申告期間終盤にな
りますと大変混み合いますので、
指定日での申告にご協力下さい。

平成２５年度
市・県民税兼国民健康保険税申告のお知らせ

所得税の確定申告は沖縄商工会議所へ

問合せ：税務課 市民税係　1８９３－４４１１（内線２２４～２２８）

※所得税に関する問合せ　沖縄税務署　1938-0031


